
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時：平成１５年２月２８日（金）午後１時３０分から 

場所：西条市役所 ５階大会議室 
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西条市・東予市・丹原町・小松町合併協議会第５回会議次第 

 
 

日時：平成１５年２月２８日（金）１３：３０～ 
場所：西条市役所 ５階大会議室 

 
 
 １ 開会 
 
 ２ 会長あいさつ 
 
 ３ 議  事 

 （１）報告事項 

  報告第１９号 予備費の充用について 

  報告第２０号 西条市・東予市・丹原町・小松町合併協議会新市名候補選定小委

員会報告について 

  報告第２１号 西条市・東予市・丹原町・小松町合併協議会新市建設計画策定小

委員会報告について 

 （２）継続協議事項 

  協議第１０号 地方税の取扱い（その１）について 

 （３）新規協議事項 

  協議第１１号 使用料・手数料等の取扱い（その１）について 

  協議第１２号 地域審議会の取扱いについて 

 
 ４ その他 
 （１）第６回会議の開催日時について 
 
 ５ 閉会
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報告第１９号 

 

 

   予備費の充用について 

 

 

 合併協議会事務局職員の増員等に伴い次の通り西条市・東予市・丹原町・小松町合

併協議会平成１４年度歳入歳出予算の予備費を充用したので、西条市・東予市・丹原

町・小松町合併協議会財務規程第７条の規定に基づき、次のとおり報告する。 

 

  平成１５年 ２月２８日提出 
 
 
              西条市・東予市・丹原町・小松町合併協議会 
                        会長 伊 藤 宏 太 郎 

 

 

記 

○予備費充用の内容 

費   目 金 額  (円) 説     明 
需用費・修繕料 ２５２，０００ 事務室増設に伴う費用 

１６５，０００ 

パソコンリース料金 
（ノートパソコン２台・

白黒プリンター１台の追

加） 
借上料 

１１８，０００ 事務室使用料 
サイドキャビネット・ビ

ジネスウォール購入 

事務局職員増員

に伴う費用 

備品購入費 ７４３，０００ 
デジタル印刷機・丁合

機・電動ホッチキス購入 

 協議会資料等作

成の効率化を図る

ことに伴う費用 
合   計 １，２７８，０００   

 ○予備費の残額 １，８７２，０００円 
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報告第２０号 

 

 

   西条市・東予市・丹原町・小松町合併協議会新市名候補選定小委員会報告につ

いて 

 

 

 西条市・東予市・丹原町・小松町合併協議会新市名候補選定小委員会会議の内容に

ついて、別紙のとおり報告する。 

 

 
  平成１５年２月２８日提出 
 
 
              西条市・東予市・丹原町・小松町合併協議会 
                        会長 伊 藤 宏 太 郎 
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新市名候補選定小委員会 第３回委員会報告書 

 

開催日時：平成１５年２月１０日（月）午後１時３０分～２時０５分 

開催場所：丹原町役場 ３階３１会議室 

出席委員：委員８名中８名出席 

 

 

１ 報告事項① 小委員会委員の変更について 

 

 小委員会の委員は、西条市・東予市・丹原町・小松町合併協議会新市名候補選定小委員会規

程第３条に基づき、規約第７条第１項第３号に規定する委員及び規約第７条第１項第４号に規

定する委員のうち協議会の会長が指名する４市町それぞれ１名の委員により構成される。 

 

 

新市名候補選定小委員会委員変更表 

区   分 変更前 変更後 変更理由 

規約第７条第１項 

第３号委員 

議会選出委員 

越 智 宏 司 茎 田 元 近 
Ｈ１４.１２.２０ 

東予市議会の議会構成の為 

 

 

 

 

 

 （委員） 
第３条 小委員会は、次の各号に掲げる委員により構成する。 
 （１）規約第７条第１項第３号に規定する委員 
 （２）規約第７条第１項第４号に規定する委員のうち協議会の会長が指名する４市

町それぞれ１名の委員 
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２ 継続審議事項① 新市名の選定方法について 

 

 

（案１） 

西条市、東予市、丹原町及び小松町のうち、いずれかの市町の名称を採用する。 
 
（案２） 

西条市、東予市、丹原町及び小松町とは別に、新しい名称をつける。 
 
（案３） 

西条市、東予市、丹原町及び小松町の名称を含めた中で、名称をつける。 
 
 
《意見》 

 ＊ （案３）の西条市、東予市、丹原町及び小松町の名称を含めた中で、名称をつ

ける案が良い。 

 ＊ （案２）の西条市、東予市、丹原町及び小松町とは別に、新しい名称をつける

案が良い。 

 

《審議結果》 

 （案３）の西条市、東予市、丹原町及び小松町の名称を含めた中で、名称をつけ

るという選定方法により、今後進めていくことで全員異議なく一致。 
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３ 継続審議事項② 今後の進め方について 

 
 （案１） 
  歴史や地域特性などを踏まえる中で、小委員会で新市の名称案（数点）をとりまとめ、合

併協議会だよりや市町広報等を通じて周知を図り、住民の意見を聴くなかで合併協議会にお

いて最終的に決定する。 

 
 （案２） 
  ２市２町の地域内公募により新市名を募り、小委員会において、これらの中から適当なも

のを検討・選定し（数点）、合併協議会において最終的に決定する。 

 

STEP１  公 募 

STEP３  決 定 

STEP２  検 討 

選 定 

西条市、東予市、丹原町及び小松町の住

民より新市名を公募 

広く検討し、適当なものを選定 

合併協議会で決定 

STEP１  検 討 

STEP２  提 案 

STEP３  評 価 

STEP４  決 定 

住民の声、意見の集約 

合併協議会で決定 

市町広報等を通じて提案・周知 

小委員会で名称案の取りまとめ 



 - 7 -

 
 （案３） 
  全国一般公募により新市名を募り、小委員会において、これらの中から適当なも

のを検討・選定し（数点）、合併協議会において最終的に決定する。 

 

 

《意見》 

 ＊ （案３）の全国公募が良い。ただ、やぶさかではないが、できれば２市２町出

身者を重点にした、全国公募にしてはどうか。 

 ＊ 小学生も入れた中で全国公募が良いと思われる。 

 ＊ ２市２町の地域内又は全国公募が良い。 

 

《審議結果》 

 （案３）の全国一般公募により新市名を募り、小委員会において、これらの中から

適当なものを検討・選定し（数点）、合併協議会において最終的に決定する方法により

今後進めていくことで、全員異議なく一致。 

 

３ その他 

 

 （１）第４回小委員会の開催日程について 

    日  時   平成１５年２月２７日（木）１６：００～ 

    場  所   東予市総合福祉センター ２階会議室 

STEP１  公 募 

STEP３  決 定 

STEP２  検 討 

選 定 

全国から新市名を公募 

合併協議会で決定 

広く検討し、適当なものを選定 
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報告第２１号 

 

 

   西条市・東予市・丹原町・小松町合併協議会新市建設計画策定小委員会報告に

ついて 

 

 

 西条市・東予市・丹原町・小松町合併協議会新市建設計画策定小委員会会議の内容

について、別紙のとおり報告する。 

 

 
  平成１５年２月２８日提出 
 
 
              西条市・東予市・丹原町・小松町合併協議会 
                        会長 伊 藤 宏 太 郎 
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新市建設計画策定小委員会 第６回委員会報告書 

 
開催日時：平成１５年２月１４日（金）午後１時３０分～３時 
開催場所：丹原町文化会館 １階小ホール 
出席委員：委員１２名中１１名出席 
 
１ 報告事項① 住民意向調査実施結果（最終）について 
 
別添「西条市・東予市・丹原町・小松町の合併に関する意向調査（最終集計）結果報告書」

のとおり、住民意向調査実施結果について報告がありました。 
 
２ 審議事項① 新市将来構想（案）について 

 

（１）新市将来構想［前編］（案）の修正点について 

 
 

 

ページ

番　号
修　　正　　前 修　　正　　後

15

　また町内総生産でも総額359.3億円のう

ち約9.2％にあたる33.0億円を第１次産業
が占めている。

19
　○広ぼう　東西　約 7km

　　　　　　南北　約16km

　○広ぼう　東西　 7.8km

　　　　　　南北　17.5km

40

　グループホーム整備の動きが始まってい

る。

　グループホームの整備も進んでいる。

40

　７か所が立地している。 　７か所が立地しているが、今後において

は、支援費制度への移行に伴い、居宅サー
ビスの充実が課題となっている。

42

　その他、地域の歴史を紹介する郷土資料

館等については、各市町とも単独あるいは
併設により施設が整備されている。

　資料館等が、小松町を除く２市１町に整

備されている。

42

　なお、東予市において、・・・新しい体

育館の計画がある。

　また、平成29年の愛媛国体を考慮する

と、その会場としての利用を想定した新し
い施設の必要性も指摘できる。

42

　また、西条市、東予市、丹原町では、イ

ンターネットによる施設の予約状況の照会
等が可能となっている。

　また、現在インターネットによる施設予

約については、２市２町間で格差がある。

51
　特長を同時に併せ持つことができる、 　特長を同時に併せ持つことは、
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ページ

番　号
修　　正　　前 修　　正　　後

54

　議員数についても現行の80名から34

名・・・

　議員数についても定数78名から34

名・・・

55

　サービスを提供することが可能である。 　サービスの提供を受けることが可能であ

る。

59

　東は四国縦貫自動車道を経て瀬戸大橋か

ら山陽・関西方面へとつながる国土幹線軸
に直結し、・・・さらに北西にはしまなみ
海道を経て・・・

　東は高松自動車道を経て瀬戸大橋から山

陽・関西方面へとつながる国土幹線軸に直
結し、・・・さらに北西には西瀬戸自動車
道（しまなみ海道）を経て・・・

60

　日常生活の中で求められる、「住み、働

き、遊び、憩う」ための充実した環境を整
え、

　日常生活の中で求められる、「住み、働

き、学び、遊び、憩う」ための充実した環
境を整え、

61

　世の中に送り出す仕組みを整備する。 　世の中に送り出す多様な教育の仕組みを

整備する。

63

　表「人口推計結果」追加
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（２）新市将来構想［後編］（案）の構成及び審議スケジュール 

構 成 審 議 予 定 

 
（１） 

～ 

（５） 

省  略 

［前編］ 

第５回会議に

おいて審議 

（６）土地利用構想 

①基本的な考え方 

②土地利用の方針 

（７）まちづくりの体系 

①健康で幸せな暮らし 

②自然環境豊かなまちづくり 

③安心で快適に暮らせる生活基盤の整備 

④豊かな心を育てる教育・文化の形成 

⑤活力ある産業の育成 

⑥まちづくりをすすめるために 

 

（８）リーディング・プロジェクト 

①「健康で幸せな暮らし」に関する事業 

②「自然環境豊かなまちづくり」に関する事業 

③「安心で快適に暮らせる生活基盤の整備」に関する事業 

④「豊かな心を育てる教育・文化の形成」に関する事業 

⑤「活力ある産業の育成」に関する事業 

⑥「まちづくりをすすめるために」に関する事業 

 

西条市・東予市・丹原町・小松町新市将来構想 まとめ 

［後編］ 

第６回会議に

おいて審議 

第
７
回
会
議
に
お
い
て
将
来
構
想
全
体
に
つ
い
て
審
議 

 

 

（３）新市将来構想［後編］（案）について 

別添「新市将来構想（案）」のとおり 

 

 

 

 

 



 - 12 -

３ 審議事項② 次回会議の開催日程について 

 

（１）日  時  平成１５年２月２０日（木） １７時３０分から 

（２）場  所  東予市総合福祉センター ２階第１会議室 

 

 

 

《審議結果》 

＊ 新市将来構想（案）の修正点及び審議スケジュール等について説明を行い、確認した。 
＊ 新市将来構想［後編］（案）について説明を行い、審議結果等を踏まえながら、次回会議に

おいて全体についての審議を行うこととした。 
＊ 次回会議の開催日程について説明を行い、原案のとおり了承を得た。 
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協議第１０号（継続協議） 

 

 

   地方税の取扱い（その１）について 

 

 

 地方税の取扱い（その１）について、次のとおり確認を求める。 

 

 
  平成１５年２月２８日提出 
 
 
              西条市・東予市・丹原町・小松町合併協議会 
                        会長 伊 藤 宏 太 郎 
 
 
 

記 
 

地方税の取扱い（その１）について 
 ２市２町で差異のある税制については、次のとおり取扱うものとする。 
１ 個人市民税の均等割の税率については、地方税法第３１０条の規定に

より、２，５００円とする。ただし、合併する年度は、それぞれの旧市

町の例による。 

２ 個人市民税の普通徴収に係る納期については、西条市の例を基本に調

整する。ただし、合併する年度は、それぞれの旧市町の例による。 

３ 法人市民税の法人税割の税率については、西条市、東予市の例（制限

税率 １４．７％）による。ただし、合併する年度は、それぞれの旧市

町の例による。 

４ 固定資産税の納期については、西条市の例を基本に調整する。ただし、

合併する年度は、それぞれの旧市町の例による。 

５ 軽自動車税の納期については、東予市の例により調整する。 

 
 
 

※付属資料Ｐ．１～８参照 
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協議第１１号 

 

 

   使用料・手数料等の取扱い（その１）について 

 

 

 使用料・手数料等の取扱い（その１）について、次のとおり確認を求める。 

 

 
  平成１５年２月２８日提出 
 
 
              西条市・東予市・丹原町・小松町合併協議会 
                        会長 伊 藤 宏 太 郎 
 
 
 

記 
 

使用料・手数料等の取扱い（その１）について 
 手数料については、住民の「一体性の確保の原則」及び「負担公平の原

則」を基本として、住民負担に配慮し、合併時に統一する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※付属資料Ｐ．９～３４参照 
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協議第１２号 

 

 

   地域審議会の取扱いについて 

 

 

 地域審議会の取扱いについて、次のとおり確認を求める。 

 

 
  平成１５年２月２８日提出 
 
 
              西条市・東予市・丹原町・小松町合併協議会 
                        会長 伊 藤 宏 太 郎 
 
 
 

記 
 

地域審議会の取扱いについて 
 市町村の合併の特例に関する法律第５条の４の規定に基づく地域審議会

を、合併前の西条市、東予市、丹原町及び小松町の各区域ごとに設置する。 
 設置に当たっては、地域審議会の設置に関する事項のとおりとする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

※付属資料Ｐ．３５～３６参照 
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４ その他 

（１）第６回会議の開催日時について 

    日 時：平成１５年３月２８日（金）午後１時３０分から 

    場 所：東予市総合福祉センター ２階会議室 
 


